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被用者保険の適用拡大及び第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応について本日お願いする議論

○ 被用者保険の適用拡大については、第４回社会保障審議会年金部会（令和５年５月３０日）にお
いて、適用拡大に関するそれまでの議論を踏まえ、「短時間労働者及び個人事業所の適用拡大」や
「働き方の多様化と被用者保険の適用の在り方」等についてご議論をいただいた。

○ また、年金部会や医療保険部会における検討に資するように開催された「働き方の多様化を踏まえ
た被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の議論が令和６年７月３日に取りまとめられ、同日に
年金部会及び医療保険部会に報告された。この議論の取りまとめを踏まえた被用者保険の適用の在り
方について、第18回年金部会（令和６年９月20日）において改めてご議論をいただいた。

○ いわゆる「年収の壁」については、第７回年金部会（令和５年９月21日）において、「年収の壁」
の概要をご紹介した上で、制度的な対応に当たっての考え方や論点をご議論いただき、第３号被保険
者制度については、同部会において、女性の就労状況や第３号被保険者の状況に関する様々なデータ
に基づき同制度の在り方についてご議論をいただいた。

○ 本日は、これまでの議論を踏まえ、以下の項目について委員のご議論をお願いしたい。
◆ 被用者保険の適用拡大（短時間労働者・個人事業所等）
◆ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応



１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点



⚫ 平成16年改正

⚫ 平成19年改正法案

⚫ 平成24年改正

⚫ 平成28年改正

⚫ 令和２年改正

被用者保険の適用拡大のこれまでの経緯
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就労形態の多様化等を背景として、短時間労働者への被用者保険の適用に関する検討が2000年（平成12年）頃より行われて
きたが、負担増となる事業主側の経営への影響に対する懸念等もあり、段階的に適用拡大の取組みを進めてきた。

「③勤務期間1年以上」の要件を撤廃、従業員数100人超の企業等（令和４年10月施行）、従業
員数50人超の企業等（令和６年10月施行）まで適用拡大。

個人事業所について士業に適用拡大。（令和４年10月施行）

従業員数500人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金8.8万円以上
（※）、③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」 の要件を満たす短時間労働者への適用が実現。
（平成28年10月施行）
（※）当初案では月額賃金7.8万円以上とされていたが、三党合意により月額賃金8.8万円以上に修正。

従業員数300人超の企業等で働く「①週所定労働時間が20時間以上、②月額賃金9.8万円以上、
③勤務期間1年以上、④学生は適用除外」の要件を満たす短時間労働者への適用を盛り込んで国会提
出するが、法案自体が衆議院解散により廃案。

平成14年度に開催された「雇用と年金に関する研究会」にて、厚生年金の適用対象者を「週所定労働時
間が20時間以上または年収（年間賃金）65万円以上」とする見直し案が報告され、年金部会において
議論の結果、「今回の適用拡大においては、週の所定労働時間が一定以上（具体的には週20時間以
上）の者を適用することが適当」との意見が取りまとめられた。

→「国民年金法等の一部を改正する法律」の附則に5年を目途に検討する旨を規定が置かれるにとどまる。

従業員数500人以下の企業等について、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡
大を可能とする。また、国・地方公共団体は、規模に関わらず適用とする。（平成29年４月施行）

被用者保険の適用拡大のこれまでの経緯



短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

（適用拡大前）

① 2016年10月～

500人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

③ 2020年（令和２年）の改正内容
a

(3) 勤務期間１年以上見込み

→ 実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃
（ (フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用）

（2022年10月施行）

(5) 500人超の企業等

→ 50人超の企業等まで適用範囲を拡大

（2022年10月～）100人超の企業等まで適用
（2024年10月～）50人超の企業等まで適用

週30時間

以上

(1) 週労働時間20時間以上

(2) 月額賃金8.8万円以上（年収換算で約106万円以上）

（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

(3) 勤務期間１年以上見込み

(4) 学生は適用除外

(5) 500人超の企業等

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞ その他(1)(2)(4)の要件は現状維持

② 2017年４月～

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

適用拡大以前からの被用者保険適用対象（義務的適用）

50人

③2024年10月～
50人超の企業等まで
適用範囲を拡大

② 労使合意に基づく
任意の適用

（対象者数約20万人（※1））

現在の適用拡大の対象 (義務的適用）
（約93万人（※２））

100人

③ 2022年10月～ ① 2016年10月～

※１ 令和２年度法改正時点の推計によるもの
※２ 2024年５月末時点 （厚生年金保険・国民年金事業状況（事業月報））

働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険（年

金・医療）の適用拡大を進めていくことが重要。

①（2016年10月～）従業員500人超の企業等で、月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

②（2017年４月～）従業員500人以下の企業等で、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。

（国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。）

③ 令和２年の改正では、従業員50人超の企業等まで適用範囲を拡大。（100人超（2022年10月）→50人超（2024年10月））

※ 従業員数は、適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定
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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に向けた検討について

• 短時間労働者の適用拡大に向けて、企業規模要件、時間要件、賃金要件などの検討が考えられる。

更なる短時間労働者の適用拡大のイメージ

（※）この他、学生の取扱いについても検討対象 6

2016年10月

500人超企業

2022年10月

100人超企業

2024年10月

50人超企業

企業規模
要件の拡大

時
間
要
件
（
20

時
間
） 賃金要件

（年額106万相当）



被用者保険が適用される個人事業所の非適用業種

【被用者保険の適用事業所】

（Ａ） 常時１人以上使用される者がいる、法人事業所 ・・・

（Ｂ） 常時５人以上使用される者がいる、法定１７業種に該当する個人の事業所 ・・・

（Ｃ）上記以外 ・・・ （労使合意により任意に適用事業所となることは可能＝任意包括適用）

法人

個人事業主

常時５人以上の者
を使用する事業所

５人未満の事業所

法定１７業種（※）

上記以外の業種（非適用業種）
例：農業・林業・漁業、

宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業

政治・経済・文化団体、宗教 等 任意包括適用

（Ｂ）

（Ａ）

（Ｃ）

※ 健康保険法３条３項１号及び厚生年金保険法６条１項１号に規定する以下の業種。

① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、

変更、破壊、解体又はその準備の事業
③ 鉱物の採掘又は採取の事業
④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
⑤ 貨物又は旅客の運送の事業
⑥ 貨物積みおろしの事業
⑦ 焼却、清掃又はと殺の事業
⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業

⑩ 物の保管又は賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金、案内又は広告の事業
⑬ 教育、研究又は調査の事業
⑭ 疾病の治療、助産その他医療の事業
⑮ 通信又は報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
⑰ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている

法律又は会計に係る業務を行う事業

適用事業所

任意包括適用事業所

…… 約270万事業所

… 約10万事業所

注：適用事業所数は、2024年５月末現在「厚生年金保険・国民年金事業状況（事業月報）」

（注）
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適用対象

適用対象

適用対象外



これまでの年金部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）１／４
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【適用拡大の意義】
・ 第１号被保険者の中に被用者が多いという状況は、被用者には被用者にふさわしい制度を適用するという原則から乖

離しており、どのような働き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して働けるためには、適用拡大の徹
底が喫緊の課題。

・ 将来的には、労働供給が細って労働力不足が生じることを踏まえると、働き方に中立な制度にしていくことは極めて
重要。被用者保険に加入することで、今より厚い給付が受けられ、働く人々の安心感が一層高まることについて、前向
きなメッセージを出していくことが必要。

・ 高齢者単身世帯のうち、貧困状況にある可能性が高い高齢単身女性へのセーフティネットを拡大する観点から、適用
拡大は重要。

【企業規模要件・個人事業所の非適用業種】
・ 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、企業規模要件の

速やかな撤廃・個人事業所に係る非適用業種の見直しの議論を進めるべき。 

・ 「106万円の壁」について、最低賃金の引上げ等によりいずれは解消されるが、それだけでは働く場所による差異が残
るため、まずは適用拡大を進めて、企業規模要件の撤廃と個人事業所の非適用業種の解消を図ることが必要。これに
よって事実上第３号被保険者が減っていく方向性は最低限進めていかなければならない。

・ 企業規模要件の撤廃と個人事業所における非適用業種の解消について賛成。事業主側が適用拡大の負担を重く感じる
のは、それぞれのビジネスモデルや現在需要の多い分野の仕事かどうかにもよるため、適用基準に企業規模を用いるの
が適切かどうか疑問。もし企業への配慮が必要ならば、他の仕組みを入れるべき。

・ 企業規模要件の撤廃と個人事業所の非適用業種解消にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策に
よる配慮及び事業主の負担を価格に転嫁することが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援は厚労省として
速やかに取り組む必要がある。

・ 企業規模要件の撤廃、非適用業種の解消、賃金要件の撤廃及び５人未満の個人事業所への適用拡大を進めることを目
指すべきであり、事業主負担については価格に転嫁していくということではないか。



これまでの年金部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）２／４
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【労働時間要件・賃金要件】
・ 雇用保険の加入対象を週20時間未満の労働者に拡大する場合は、厚生年金についても労働時間要件の引下げについて

検討すべき。拡大で新たに対象となる労働者数などのデータを元に議論を進めてほしい。
・ 週20時間未満の労働者に対する事業主の保険料負担は免除されており、これを事業主が意図的に利用すれば、労働者

にとっての壁になる。働き方に中立的な制度となるよう、実務面での課題や国民年金制度との整合性を踏まえつつ検討
を進めることが有効であり、このことがマルチワーカーへの対応にもつながる。

・ 週20時間未満の労働者への適用拡大については、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かとい
う観点から慎重であるべき。

・ 週20時間未満まで適用することについては、雇用者を減らしてフリーランスに置き換えていく動きを促す可能性もあ
るので、慎重に考えるべき。また、偽装請負や偽装フリーランス的な働かせ方を助長することにつながるのではないか。

・ 週20時間未満で適用することについては、医療保険の実務や国民健康保険に大きな影響を及ぼすと考えられることか
ら、慎重であるべき。

・ 政府が掲げている勤労者皆保険を実現していくため、国民年金制度との整合性等を踏まえつつ適用拡大を図るため、
週20時間未満の労働者については「厚生年金ハーフ」を適用し、事業主負担のみを課してはどうか。

・ 賃金要件8.8万円（106万円）は下げられるのではないか。国民年金保険料とのバランスで設定しているとされるが、
基礎年金拠出金の構造から考えて正当化できるのか疑問。労働時間要件も賃金要件も、就労調整ができないぐらいまで
下げてしまうのが正解ではないか。

・ 第３号被保険者には多種多様な方が含まれており、「130万円の壁」への対応は中長期的な取組にならざるを得ない。
労働時間要件と賃金要件の引下げによる適用拡大の推進によって第３号被保険者制度を縮小する方向での見直しも必要。
賃金要件の引下げ等の適用拡大を進めれば、壁に直面する対象者は減る。

・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、５人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。

・ この間の賃金上昇や中立的な制度を目指そうという観点も踏まえ、賃金要件を設ける必要性は乏しいのではないか。
将来的には労働時間要件の撤廃を目指しつつ、次期改正で賃金要件を撤廃することを含め検討していく必要がある。

・ 企業規模要件の撤廃、非適用業種の解消、賃金要件の撤廃及び５人未満の個人事業所への適用拡大を進めることを目
指すべきであり、事業主負担については価格に転嫁していくということではないか。（再掲）



これまでの年金部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）３／４
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【学生除外要件】
・ 学生の適用除外要件については、事務手続が煩雑になるので現状維持のままでよいのではないか。

【フリーランス・ギグワーカー、副業・兼業】
・ １つの企業に長く勤める方がいいと考える若者の割合は過去20年で最も低く、フリーランスやギグワーカーなどの新

しい働き方が出てきていることを踏まえ、多様化するキャリアを前提とした議論が必要。

・ マルチワーカーについて、会社ごとにみると所定労働時間の要件を満たさず、厚生年金に加入できないことがある。
年金制度が副業などの多様な働き方に対応できずにいることは問題であり、制度の簡素化が必要。小さい会社では社会
保険が難しいため、業務委託という形で働く人がおり、そういった方は守られていない。

・ フリーランスについて、本当は労働者なのに労働者として保護されていないケースがなくなるように、労働監督行政
と連携してカバーしていくことが重要。労働者と認められない人については、労働法での議論を参考にしつつも独自の
解釈によって広げるアプローチもあるのではないか。

・ 賃金要件の引下げや、労働時間要件の引下げ、５人未満個人事業所への適用拡大、フリーランス等の曖昧な雇用で働
く者の適用を含め、次期制度改正では全ての労働者への社会保険の適用を目指すべき。（再掲）

・ 勤労者皆保険について議論する際は、労働者性など関連する法制度での議論の積み重ねや、実務上の対応可能性を十
分に考慮することが重要。

・ 労働時間を合算して、週20時間以上になる方については、事業所は違えど現在働いているので、適用すべきと考える。
デジタル化により、適用可能な状況が整い始めているのではないか



これまでの年金部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）４／４
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【適用拡大を進める際の留意点】

・ 適用拡大を進めるには、関係する当事者が制度をしっかり理解することが前提になる。適用拡大後に何らかの要件を

残す場合は、雇用にどういう影響を与えるのか、新たな回避行動がどう予想されるか等の議論をしておく必要がある。

・ 多様な働き方や女性の社会進出、将来の安心の確保の観点から、適用拡大の方向性については理解するが、企業経営

に与える影響にも留意が必要。社会保険料の事業主負担が新たに発生することに加え、従業員が第３号被保険者資格を

維持するための就業調整・人手不足の加速化といった、企業経営に与える影響を念頭に置いた議論が必要。また中小・

零細企業がその負担に耐えられるように、人件費相当分を価格転嫁できるよう、下請政策を含めて経済産業政策と連携

を進めてほしい。

・ 適用拡大に当たっては実務に負担が生じるため、制度改正の確実な実施・業務の実効性に配慮しながら、要件緩和を

慎重に検討する必要がある。

・ 景気は循環するものなので、景気の悪化が生じた場合には、長期的には人手不足であっても短期的には採用控えが起

こり失業率が上昇する一方で、景気がよい今日でも偽装フリーランスのように社会保険料を逃れようとする企業も存在

するため、適用拡大はタイミングが重要。



（参考）医療保険部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）１ /４
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【適用拡大の意義等】

・ 公正・公平、あるいは労働者の安心という観点から、働き方に中立的な制度の構築を進めていくことが極めて重
要であり、企業の規模に限らず、被用者保険の適用を拡大するという方向で検討することに賛同する。労働時間要
件、それから賃金要件についても、保険者からの指摘を踏まえつつも、前向きに検討することが必要。

・ 被用者保険の適用拡大というのは、第３号被保険者を減らしていく一番いい方法ではないかと思う。女性団体と
しては、いつも第３号問題は非常に大きな課題であるが、社会保険料を払わないで年金や医療サービスを受ける人
が一定程度存在するというのは不公平。

・ 働き方などに中立的な社会保険制度の構築を目指して、短時間労働者の適用に関わる企業規模要件や５人以上を
使用する個人事業所の非適用業種の撤廃解消が明記されたということについては評価。

・ 労働時間要件や賃金要件、また複数の事業所で勤務する場合の適用について、現行制度は、働く場所などで社会
保険が適用されるのかどうかが決定されることは不合理だということを前提に、働き方などに中立的ではないとい
う認識の下で、全ての被用者への社会保険の適用に向けて、適用要件の見直し、撤廃に向けた前向きな議論を期待。

・ 学生除外要件について、例えば大学院生、特に博士課程の学生などについて、当事者がどう思っているのか、何
か要望はないのか。
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【医療保険に関する課題】

・ 今議論されている方向が進めば、小規模企業、あるいは所得の低い人の加入が進んでいくわけだが、当然、医療
保険の在り方として、制度全体の問題ということも課題になるかと思っている。逆進的な問題、あるいは高額所得
者や資産の多い方たちの問題をどのように解決していくのかも議論をすべき。

・ 保険集団としての一体性ということが不可欠な要素であり、医療保険においては、特定健診・特定保健指導をは
じめとする様々な取組が保険者機能という点でも重視されてきている。年金と医療、それぞれの特徴を踏まえた議
論の検討が必要。被用者性、労働者性ということがあるが、むしろ働き方にかかわらずといったような視点が重要
であり、医療保険の場合は、現物給付に関しては、制度間の差は基本的にはなく、むしろ負担という側面も考える
べき。

・ 保険者間で加入者の移動が起きるということについては、健康状態とか年齢構成によるコストの違いということ
について、もう少し情報が必要。

【健康保険の運営に関する課題】

・ 「企業規模要件の撤廃」、「常時５人以上雇用する個人事業所の非適用業種の解消」にあたっては、短時間労働
者の割合が高い卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業などの医療保険者、健保組合も大変大きな影響を受けること
が想定されるため「保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策」が必要。

・ 加入者の健康づくりの推進や医療費の適正化に向けての保険者機能の発揮に当たり、事業主との連携が大変重要
であり、そうした観点からは、保険者機能が引き続き確保されるためには、対象者が被用者としての実態を備えて
いるということが非常に重要な要素であるため、今後の適用拡大に当たっては、そうした実態面への配慮をすべき。
適用徴収、給付などの事務処理負担、さらには、大規模な人数での制度間での移行実務、こうしたことについても
実現可能な手段、期間等に配慮し、特に各保険者への財政影響の試算についてはできる限り早く示すべき。

（参考）医療保険部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）２ /４
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【国民健康保険の運営に関する課題】

・ 適用拡大がこのまま進められた場合には、国民健康保険においては、一定の所得を有する方々が被用者保険に移動
し、保険料の負担能力が弱い加入者が多く、年齢構成や医療費水準が高いといった構造的な課題がある中、財政基盤
が不安定になり地域の連帯感を基礎とした国保の保険者機能の発揮というものが困難となり、国民皆保険体制の基盤
に大きな影響を与えると懸念。医療保険制度においては年金とは別に一定の歯止めを設けるといったことも考えるべ
き。

・ 被用者保険の適用拡大を検討する際には、国民健康保険の基盤がどのようになっていくのか、将来を見据えた国保
制度や国保に対する支援などを常にセットで検討いただく必要がある。

・ 市町村国保の財政基盤の課題は、人口減少の中で生じている課題でもあり、職域内の連帯に基づく被用者保険と、
自営業など地域単位の連帯に基づく市町村国保の性格の違いを共通の認識とした上で、適用拡大の推進とは切り分け
て検討すべき。

・ 被用者保険への加入者が増えることで、個人事業者やその配偶者などが加入する市町村国保が先細りするため、加
入者による支え合いが前提となっている保険制度の在り方そのものを考え直す必要。

・ 保険制度として国民の安心あるいは健康のみならず暮らしの上でも医療にアクセスができる体制が重要、国民健康
保険の財政的なことも含めて保険制度としてどうするのかということを、聖域などを設けずに検討をしていただきた
い。

（参考）医療保険部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）３ /４
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【適用拡大を進める際の留意点】

・ 適用拡大の対象となる事業所において、事務負担や保険料負担が新たに発生または増加し、より小規模な事業者
は、その負担は大きく、経営に与える影響が相対的に大きいものになる。適用拡大するならば、事業者が予見性を
持てるよう、実施までの時間を十分に確保するとともに、実務現場の実情、実態に寄り添った支援が必要。

・ 職業団体としてまとまって運営をしている小規模事業所等や保険者の規模が小さいところは、適用拡大がかなり
大きな影響を及ぼすということも想定され、事業所の運営、また財政に支障を来さないというような形の制度設計
が必要。

・ 現時点では、健康保険法、厚生年金保険法ともに、適用事業所に使用される者という同一の文言で、多分、法解
釈としても特段、別意に解釈はされてきていない。保険局、年金局、ぜひどういった議論がなされているかという
情報の共有を密にやっていただきたい。

（参考）医療保険部会における主なご意見（被用者保険の適用拡大）４ /４



１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点



労働時間要件について

• 2028年10月より雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象が拡
大されること、最低賃金の引上げ等が進んでいるため、労働時間が週20時間未満であっても賃金要件を満たす場合が出てくること等を
踏まえ、本要件の引下げを検討する必要がある。

• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、事業所等の負担とは切り離して検討して次期改正で引下げを行うべき。
• 労働時間要件や賃金要件は、いずれかに該当すれば適用となる制度に見直すべき。
• 保険料や事務負担の増加が経営に大きな影響を与え得ること、短時間労働者が現状よりも更に就業調整を行う可能性、複数事業所で適
用要件を満たす事例が増加し、事業所や保険者における事務負担が増加すること等を懸念。

• 事業主と被用者や被用者同士の関係性に基づく、相互の支え合いの仕組みである被用者保険において、週40時間の半分である週20時
間以上を特定の事業所で働くことは、保険集団の一体性や連帯感という観点から一定の意義があり、その引下げには慎重な検討が必要。

• 雇用保険は雇用関係に内在する失業等のリスクをカバーする唯一の公的保険である一方、健康保険・厚生年金保険は、国民健康保険・
国民年金というセーフティネットが存在する国民皆保険・皆年金の下で、個々の雇用関係を超えた業務外の疾病や老齢等のリスクをカ
バーする公的保険であり、こうした違いも踏まえるべき。

• 医療保険制度の観点からも、各保険者の財政基盤や保険者機能等に与える影響が大きいことから、適用拡大に一定の歯止めをかけるこ
とを含め、関係者の意見も聞きながら検討する必要。

⇒本要件の引下げについては、雇用保険の適用拡大等を踏まえ検討が必要との見方がある一方、保険料や事務負担の増加という課題は、
対象者が広がることでより大きな影響を与えることとなる。また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティ
ネットが存在する国民皆保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用
者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用
拡大の施行状況等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある。

• 雇用保険の加入対象の拡大に伴い、本要件を引き下げるべきであり、将来的には撤廃を目指すことも必要。
• 本要件の引下げについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かという観点、医療保険の実務や国民
健康保険に及ぼす影響が大きいこと等から慎重な検討が必要。

年金部会の議論

週の所定労働時間が20時間以上であることは、被用者保険の適用対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えているかどうか
等を判断する基準として、雇用保険法の適用基準の例も参考にしながら設定された。

要件の趣旨

週の所定労働時間が20時間以上であること。

現行制度

17

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会
懇談会※の議論



賃金要件について

• 全ての労働者に被用者保険を適用することが望ましく、更なる適用拡大を進める観点から、引下げを検討する必要がある。

• 本要件を引き下げると、被保険者が増えることによる保険料・事務負担の増加や国民皆保険・皆年金の下で事業主と被用者との

関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」の範囲の線引きについて課題が生じる。

• 国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比例部分を含む年金額を受給することとなる点を懸念。

• 就業調整の基準として意識されている本要件を現時点で積極的に動かす理由は見当たらない。

• 最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件も自動的に満たすようになってきており、必ずしも本要件を設ける必

要はない。

⇒本要件の引下げについては、これまで対象としていなかった働き方をする労働者に適用範囲を広げるという点で、労働時間要件

の引下げの検討で指摘された論点と同様の側面がある。同時に、本要件特有の論点として、年収換算で約106万円相当という額が

就業調整の基準として意識されている一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が増えてきてい

ることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要がある。

• 就業調整できないくらいの水準まで本要件を引き下げるべき。
• 最低賃金の上昇や働き方に中立的な制度の構築の観点から本要件を設ける必要性は乏しく、撤廃すべき。

年金部会の議論

賃金が月額8.8万円（年収約106万円相当）以上であること。

現行制度

賃金が月額8.8万円以上であることは、これよりも低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第１号被保険者より低い負担で

基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も給付されることから、負担や給付の水準とのバランスを図る観点から設定された。

要件の趣旨

18

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論



学生除外要件について

• 就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない。

• 実態としては税制を意識しており適用対象となる者が多くないと考えられる。

• 適用となる場合は実務が煩雑になる可能性がある。

⇒本要件については現状維持が望ましいとの意見が多く、見直しの必要性は低いと考えられる。

• 本要件については、学生が適用となる場合には実務が煩雑になるため、現状維持でよいのではないか。

年金部会の議論

短期間で資格変更が生じるため手続きが煩雑となるとの考えから、学生を適用対象外としている。

要件の趣旨

学生は適用対象外とすること。

現行制度

19

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論



企業規模要件について

• 事業所への影響の観点から慎重な意見も見られたが、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点か

ら、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。

• 本要件を撤廃する際に対象となる事業所は従業員数50人以下の中小事業所であり、対象となる事業所数が多いこと、各事業所に

おける保険料等の新たな経済的負担や適用手続・従業員への説明等の事務負担が大きいと想定されることから、必要な支援策を

講じ、事業所の負担軽減を図ることが重要との認識が共有された。

• 具体的には、段階的な適用の要否を検討することも含めた準備期間の十分な確保、専門家による事務支援、適正な価格転嫁に向

けた支援が必要との指摘のほか、現在の支援策の実施状況を踏まえつつ、生産性向上等で活用可能かつ申請が簡便な助成金を検

討すべきとの指摘など、様々な意見があったところであり、実態を踏まえた配慮措置を検討することが求められる。

⇒経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。併せて、事業所に

おける事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策の在り方について検討を行う

ことが必要である。

• 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、本要件を撤廃すべき。

• 本要件の撤廃にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁すること

が必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。

年金部会の議論

中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点から段階的な拡大を進めていくために設定されたものであるため、本要件につ

いては、法律本則に規定された他の要件と異なり、改正法の附則に当分の間の経過措置として規定されている。

要件の趣旨

従業員50人超の企業等であること。

（2016年10月の施行で従業員500人超、2022年10月の施行で従業員100人超、2024年10月の施行で従業員50人超の企業等まで

段階的に引下げ）

現行制度

20

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論



個人事業所に係る被用者保険の適用範囲について

（常時５人以上の事業所）
• 事業所への影響の観点から慎重な意見も見られたが、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点や、
業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は見出せないこと等から、まずは、常時５人以上を使用す
る個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。

• 非適用業種を解消する際に対象となる事業所は、規模の小さな事業所が大半を占めることや、既に業種問わず適用事業所となっ
ている法人とは異なり、新たに被用者保険の適用事業所となること等から、短時間労働者の適用要件の見直し以上に、事務負担
や経営への影響が懸念されるため、実態を踏まえながら、きめ細かな支援策が必要との認識が共有された。

（常時５人未満の事業所）
• 中立的な制度を構築する観点から本来的には適用するべきとの意見や、事業所の事務処理能力とは切り離して検討し、別途支援
策を講じた上で次期制度改正において対応すべきとの意見があった一方、対象となる事業所が非常に多いため、その把握が難し
いと想定されること、国民健康保険の被保険者のうち一定の勤労所得を有する者が被用者保険に移行することとなれば、国民健
康保険制度への影響が特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあった。

⇒常時５人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、５人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、
解消の方向で検討を進めるべきである。併せて、見直しを行った場合に対象となる事業所は新たに被用者保険の適用事業所となる
小規模事業者が大半であることも踏まえ、事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や
支援策の在り方について検討を行うことが必要である。

• 雇用形態、勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無が変わることは不合理であり、常時５人以上の従業員を使

用する個人事業所について、非適用業種を解消すべき。

• 非適用業種の解消にあたっては、経営に与える影響を踏まえた経過措置や支援策による配慮及び事業主の負担を価格に転嫁する

ことが必要。特に、事務手続の面での合理化等による支援には速やかに取り組む必要。

年金部会の議論

制度実施が比較的容易と考えられた工業的事業のうち、工場法及び鉱業法の適用を受ける事業所を強制適用、これらの法の適用を
受けない工業業種を任意適用として始まり、産業発展の状況や適用事務の実現可能性を踏まえつつ、徐々に拡大されてきた。

業種を限定した経緯

常時５人以上の従業員を使用する個人事業所のうち、法定17業種については強制適用事業所とするが、それ以外の業種については
非適用事業所とする。常時５人未満の従業員を使用する個人事業所については、業種にかかわらず非適用事業所とする。

現行制度
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※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論



短時間労働者及び個人事業所の被用者保険の適用範囲の見直しの方向性案

経過措置として設けられた本要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃

することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配

慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。

企業規模要件

雇用保険の適用拡大に伴い本要件を引き下げるべきとの意見があった一方で、保険料や事務負担の増加という課題は対象者が広が

ることでより大きな影響を与え、また、雇用保険とは異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する国民皆

保険・皆年金の下では、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」

の範囲をどのように線引きするべきか議論を深めることが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況

等も慎重に見極めながら検討を行う必要がある等の意見があったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。

労働時間要件

就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加

していることを踏まえ、本要件についてどう考えるか。

賃金要件

就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象とする意義は大きくない、適用対象とする場合には実務が煩雑になる等の意見が

あったことから、今回は本要件を見直さないこととしてはどうか。

学生除外要件

22

「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」及び年金部会の議論を踏まえ、以下のような方向性としてはどうか。

短
時
間
労
働
者

常時５人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種については、労働者の勤め先等に中立的な制度を構築する観点等か

ら、解消することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必

要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。他方で、常時５人未満の従業員を使用する個人事業所については、本来的には

適用すべきとの意見があった一方で、対象事業所が非常に多く、その把握が難しいと想定されること、国民健康保険制度への影響が

特に大きいこと等から、慎重な検討が必要との意見もあったことから、今回は適用しないこととしてはどうか。

個人事業所



500人 （従業員数）

30時間

20時間

被用者保険適用対象（正社員相当）

50人

労使合意に基づく
任意の適用

100人
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被用者保険適用対象（短時間労働者）

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

被用者保険適用対象（正社員相当）

50人 100人

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

被用者保険適用対象（短時間労働者）

【企業規模要件を撤廃した場合】

企業規模要件を
撤廃した場合に
対象となる者

【現行制度】

短時間労働者の企業規模要件を撤廃した場合のイメージ

（2024年10月施行）



都道府県別週20～30時間就業する非正規職員と最低賃金
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青棒グラフ：「令和4年就業構造基本調査」における非正規職員かつ週間就業時間20～30時間の者の人数

緑線グラフ：令和6年度における最低賃金

青
棒
グ
ラ
フ

緑
線
グ
ラ
フ

（万人） （円）

令和５年度の
最低賃金で
すでに8.8万円超

令和６年度の
最低賃金引上げ
で8.8万円超

（62万人）

213万人
20時間就業で
8.8万円超

（151万人）

1,016円

20時間就業で
8.8万円未満 1８6万人



個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の見直しイメージ

法人

個人事業主

常時５人以上の者
を使用する事業所

５人未満の事業所

全業種

任意包括適用

（Ｂ）（Ａ） （Ｃ）
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法人

個人事業主

常時５人以上の者
を使用する事業所

５人未満の事業所

法定１７業種

上記以外の業種（非適用業種）
例：農業・林業・漁業、

宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業
政治・経済・文化団体、宗教 等 任意包括適用

適用対象

【現行】

【常時５人以上の個人事業所の非適用業種を解消した場合】

非適用業種の解消に伴い
適用対象となる事業所

適用対象外

労使合意により任意に適用事業所
となることは可能＝任意包括適用

適用対象
適用対象外

適用対象

適用対象

適用対象外

（Ａ）常時１人以上使用される者がいる、法人事業所 ・・・

（Ｂ）常時５人以上使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

（Ｃ）常時５人未満使用される者がいる、個人の事業所 ・・・

【被用者保険の適用事業所（見直し後）】



適用拡大に係る配慮措置・支援策について

○ 「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」議論の取りまとめを踏まえると、被用者保険の適用拡大
の対象となる事業所について、事務負担の増加や経営への影響等に配慮しつつ、必要な支援策を講じる等、円滑な適用を進められる
環境整備を行うことが必要。

○ 具体的には、①準備期間を十分に確保するとともに、②積極的な周知・広報、③事務手続に関する支援や、④経営に関する支援に
総合的に取り組むことを検討する。

①準備期間の確保

②周知・広報

④経営支援

生産性向上支援

価格転嫁支援

経営相談支援

③事務支援

手続きの簡素化

手続きの丁寧な説明

専門家等による支援

任意包括適用の後押し 適用拡大施行

• 施行期日については、十分な準備期間を確保する観点から設定すること
を検討する。

• 併せて、施行期日を待たずに適用拡大が可能な事業所については、施行
期日までの間、任意包括適用を活用していただくための支援を行うこと
を検討する。

配慮措置・支援策の考え方

施行期日

②積極的な周知・広報

• 被用者保険の適用拡大とは何か、自身が対象事業所なのか、どういった対
応が必要なのか、どういった支援が得られるのかなどについて、事業者や
労働者に対して積極的に周知・広報を行う。

③事務手続きに関する支援

• 中小事業所や個人事業所が対象となり、とりわけ個人事業所は、フルタイ
ムの労働者を含めて初めて被用者保険の事務手続きを行う必要があること
も踏まえ、きめ細かな支援を行うことを検討する。

④経営に関する支援

• 多様な経営相談に対して専門家等による対応を行うとともに、生産性向上
や適正な価格転嫁に向けて様々な施策等を通じた支援を行うことを検討す
る。

（準備期間確保のイメージ）

（支援策全体像のイメージ）
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雇用者全体 (2023年度時点)

5,740万人 ※70歳以上を除く

注１．｢労働力調査2023年平均｣、｢令和４年公的年金加入状況等調査｣、｢令和４年就業構造基本調査｣、｢令和３年経済センサス｣等の特別集計等を用いて推計したもの。
注２．斜体字は、｢令和３年経済センサス｣等を基にした推計値であり、他の数値と時点が異なることに留意が必要。
注３．学生等には、雇用契約期間２ヶ月以下の者（更新等で同一事業所で２ヶ月以上雇用されている者は除く）が含まれている。
注４．通常の労働者の週所定労働時間は、｢令和５年就労条件総合調査｣における労働者１人平均の値 (39時間04分) としている。

厚生年金の被保険者
（フルタイム）

4,590 万人

フルタイム
4,780 万人

適用事業所 非適用事業所
（未適用者を含む）

フルタイム
以外

960 万人

週所定労働時間
４分の３

うち
20時間以上

380 万人

学生等

20 万人
(注３)

うち
20時間未満

580 万人

企業規模
50人超100人以下

20 万人 70 万人
企業規模
50人以下

厚生年金の被保険者
（短時間）

令和２年改正までの
適用拡大の効果

110 万人

企業規模要件撤廃

月 8.8 万円未満

180 万人

… A

… B

10 時間未満

D

20 万人

５人以上個人
非適用業種

※短時間を含む

… A

５人以上個人事業所
の非適用業種の解消

410 万人 10~20 時間

90 万人
企業規模
100人超

賃金要件撤廃 又は

最低賃金の引上げ

月 8.8 万円

(注４)

計 １号→２号 ３号→２号 非加入→２号

① 90 40 30 20

② 200 70 90 40

③ 270 130 90 50

④ 860 380 290 200

適用拡大対象者数【万人】

５人未満個人
※短時間を含む

５人未満個人事業所 70 万人 … C

（参考） 被用者保険の更なる適用拡大を行った場合の適用拡大対象者数 
① 90 万人 ・・・ 企業規模要件撤廃＋非適用業種の解消（A）
② 200 万人 ・・・ ①＋賃金要件撤廃又は最低賃金の引上げ（A＋B）
③ 270 万人 ・・・ ②＋５人未満個人事業所（A＋B＋C）
④ 860 万人 ・・・ 週10時間以上の全ての被用者へ適用拡大（D）

第16回社会保障審議会年金部会
2024年７月３日

資料
１
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１．被用者保険の更なる適用拡大を行った場合

① ： 被用者保険の適用対象となる企業規模要件の廃止と５人以上個人事業所の非適用業種の解消を行う場合（約90万人拡大）

② ： ①に加え、短時間労働者の賃金要件の撤廃又は最低賃金の引上げにより同等の効果が得られる場合（約200万人拡大）

③ ： ②に加え、５人未満の個人事業所も適用事業所とする場合（約270万人拡大）

④ ： 所定労働時間が週10時間以上の全ての被用者を適用する場合（約860万人拡大）
・試算の便宜上、2027年10月に更なる適用拡大を実施した場合として試算。

注１：給付水準調整終了後の所得代替率であり、（ ）内は給付水準の調整終了年度である。
注２：試算における人口の前提は、中位推計（出生中位、死亡中位、入国超過数16.4万人）。

成
長
型
経
済

移
行
・継
続

過
去
30
年
投
影

61.2％

比例：25.0％
基礎：36.2％

足下の所得代替率
（2024年度）

50.4％ （2057）

比例：24.9％ （2026）
基礎：25.5％ （2057）

57.6％ （2037）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：32.6％ （2037）

現行制度 適用拡大①
（90万人拡大）

将来の所得代替率

適用拡大②
（200万人拡大）

適用拡大③
（270万人拡大）

適用拡大④
（860万人拡大）

58.6％ （2035）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：33.6％ （2035）

60.7％ （2028）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：35.8％ （2028）

59.3％ （2034）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：34.4％ （2034）

61.2％ （調整なし）

比例：25.0％ （調整なし）
基礎：36.2％ （調整なし）

51.3％ （2054）

比例：24.8％ （2027）
基礎：26.5％ （2054）

53.1％ （2048）

比例：24.5％ （2029）
基礎：28.6％ （2048）

51.8％ （2052）

比例：24.6％ （2028）
基礎：27.2％ （2052）

56.3％ （2038）

比例：23.1％ （2038）
基礎：33.2％ （2038）

＋１．０％ ＋３．１％＋１．７％ ＋３．６％

＋０．９％ ＋２．７％＋１．４％ ＋５．９％

第16回社会保障審議会年金部会
2024年７月３日

資料
１
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１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点
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手続きの流れ

年金の現行事務

Ａ社 Ｂ社

甲年金事務所（Ａ社の管轄）

②

選択して
届出

乙年金事務所（Ｂ社の管轄）

選択事業所・選択年金事務所 非選択事業所・非選択年金事務所

⑥保険料支払

※報酬から天引き

⑥保険料支払

※報酬から天引き

③④⑤保険料通知

⑦保険料納付

③④⑤保険料通知

【保険料率：18.3％】 【保険料率：18.3％】Ａ社 Ｂ社

報酬月額 230,000円 350,000円

合算した報酬月額 580,000円

標準報酬月額 590千円

保険料率 18.3％

保険料（按分前） 107,970円

報酬月額で按分 ×23万／58万 ×35万／58万

保険料（按分後） 42,816円 65,154円

【報酬：２３万円】

【標報：２４万円】

【報酬：３５万円】

【標報：３６万円】

⑦保険料納付

①資格取得届

①’資格取得届

年金事務所にかかる事務手続

① それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の年金事務所に提出

（この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い）

② 被保険者が、主たる事業所（以下「選択事業所」という。）を決定し、当該事業所を管轄する年金事務所（以下「選択年金事務所」とい
う。）に選択届を提出（①と同時の場合のあり）

③ 選択年金事務所を管轄する事務センターで従たる事業所（以下「非選択事業所」という。）を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月
額を決定する

④ 当該標準報酬月額に、保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出

⑤ 選択年金事務所から各事業所に保険料額を通知

⑥ 被保険者が各事業所に保険料を支払い

⑦ 各事業所は、選択年金事務所に保険料を納付

※合算した報酬月額に基づく標報が上限

（650千円）に該当する場合は、合算後の

標報を650千円として計算
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手続きの流れ

① それぞれの適用事業所は、被用者が適用要件を満たした段階で資格取得届を管轄の医療保険者（協会けんぽの場合は年金事務所。以下同
じ）に提出（この時点で事業所は被用者が複数事業所勤務か把握していない場合が多い）

② 被保険者が、選択事業所を決定し、当該事業者を管轄する医療保険者（以下「選択医療保険者」という。）に選択届を提出（①と同時の場
合のあり）

③ 選択医療保険者で非選択事業所を含む各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定する

④ 当該標準報酬月額に、選択された医療保険者の保険料率を掛け、それを各事業所の報酬月額で按分し、各事業所が負担する保険料を算出

⑤ 選択医療保険者から各事業所に保険料額を通知

⑥ 被保険者が各事業所に保険料を支払い（報酬から天引き）

⑦ 各事業所は、選択医療保険者に保険料を納付

⑧ 選択医療保険者が医療費を支払う

医療保険にかかる事務手続

Ａ社 Ｂ社

甲健保組合（Ａ社の管轄） 乙協会けんぽ（Ｂ社の管轄）

選択事業所・選択医療保険者 非選択事業所・非選択医療保険者

受診
支払基金

医療費給付

⑧
医
療
費
支
払

⑥保険料支払

※報酬から天引き

⑥保険料支払

※報酬から天引き

③④⑤保険料通知

医療機関

③④⑤保険料通知

【保険料率：９％】 【保険料率： 10％】

⑦保険料納付【報酬：２３万円】

【標報：２４万円】

【報酬：３５万円】

【標報：３６万円】

①資格取得届

⑦保険料納付
①’資格取得届

②

選択して
届出医

療
費
請
求

医療保険の現行事務

Ａ社 Ｂ社

報酬月額 230,000円 350,000円

合算した報酬月額 580,000円

標準報酬月額 590千円

保険料率 ９％ 10％

保険料（按分前） 53,100円

報酬月額で按分 ×23万／58万 ×35万／58万

保険料（按分後） 21,057円 32,043円

保険料率はＡ社
のもので算定
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現行事務における課題と見直しの考え方

① 複数事業所勤務者については個別管理の必要

自社の他の被保険者と共通の人事給与システムでは複数事業所勤務者を管理できず、個別管理が必要。

（選択届の提出により遡及して保険料の修正が発生することや、報酬月額を合算し選択保険者の保険料率で保険料

額を算定する必要があること等が要因）

② 他の事業所における変更等の影響

自社で報酬月額に変更がなくとも、もう一方の事業所において報酬月額に変更があった場合には自社の保険料にも

影響が生じる（標準報酬月額に変更がなくても、わずかな報酬月額の変更で保険料額が変動する）。

③ 手続先保険者が増加

非選択事業所にとっては、通常はやりとりのない選択年金事務所・選択医療保険者とのやりとりが発生。

事業者

④ 事務負担の増加

・ ２以上該当者に係る各事業所の情報を管理・処理する必要があり、事務負担が大きい。

・ 選択年金事務所・選択医療保険者は、通常はやりとりのない事業所とのやりとりが発生。

日本年金機構・医療保険者

見直しの考え方

○ 以上を踏まえると、事業所における事務負担を軽減する観点からの見直しの考え方は以下のとおり

・ それぞれの事業所において保険料算定を可能とし、可能な限り事業者における複数事業所勤務者の個別管理をなくす。

・ 各事業所は管轄する年金事務所・医療保険者とのやりとりのみで処理を完結できるようにする。（次頁のイメージ図）

○ 加えて、現行は医療保険者の保険料率や保健事業に差（※）があることを踏まえ、被保険者が医療保険者を選択できる仕

組みとなっており、引き続きこの仕組みを存置することを前提とした場合に、以下のとおり見直し案を整理。

（※）医療保険者の保険料率や保健事業の例

Ａ健康保険組合 保険料率：9.3％（労使合算）
保健事業の主な例：インフルエンザ予防接種費用助成、風疹・麻疹抗体検査及びワクチン接種費用助成、ポイントによるインセンティブ事業等

Ｂ健康保険組合 保険料率：9.0％（労使合算）
保健事業の主な例：特になし



見直し案のイメージ図（医療保険における保険料の流れ）

A協会けんぽ

現 行 見直し後

B健保組合 C健保組合

A社 B社 C社

Xさん

Yさん

Zさん
A社・B社に勤務

（A協会けんぽを選択）

A協会けんぽ B健保組合 C健保組合

A社 B社 C社

○事業所

・現行は複数の医療保険者と保険料のやりとりをする必要があるが、見直し後は、通常やりとりがある医療保険者に一本化。

○医療保険者

・現行は複数の事業所と保険料のやりとりをする必要があるが、見直し後は、通常やりとりがある事業所に一本化。

・見直し後は医療保険者間での保険料調整が必要となる。
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医療保険者間で保険料調整

複数の医療保険者と
のやりとりが生じる

医療保険者との
やりとりは一本化

A社・B社に勤務

（B健保組合を選択）

B社・C社に勤務

（C健保組合を選択）
Xさん

Yさん

Zさん
A社・B社に勤務

（A協会けんぽを選択）

A社・B社に勤務

（B健保組合を選択）

B社・C社に勤務

（C健保組合を選択）

勤務 勤務 勤務 勤務

保険料の流れ 保険料の流れ

保険料の流れ
Xさん
Yさん
Zさん



報酬月額 標準報酬 保険料

A社 400,000円 41万円

B社 350,000円 36万円

65万円
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報酬月額 合算 標準報酬 保険料

A社 230,000円
59万円×料率（※）

×23万／58万

580,000円 59万円

B社 350,000円
59万円×料率（※）

×35万／58万

報酬月額 標準報酬 保険料

A社 230,000円 24万円 24万円×料率

B社 350,000円 36万円 36万円×料率

60万円

現行の保険料計算 見直し後の保険料計算

年金給付等の計算の

基礎
・標準報酬を合算する仕組み

・等級表にない額を給付の基礎とし

て算定できるようにする仕組み

が必要

（57.5万～60.5万円）

（23万～25万円）

（35万～37万円）

※ 医療保険は選択された医療

保険者の料率を用いる

年金給付等の計算の

基礎

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者 ⇒ 見直し後も保険料の按分処理が必要

報酬月額 合算 標準報酬 保険料

A社 400,000円

750,000円 65万円

B社 350,000円
65万円×料率（※）
×35万／75万

現行の保険料計算 見直し後の保険料計算

年金給付等の計算の

基礎

（63.5万～）

（39.5万～42.5万円）

（35万～37万円）

※ 医療保険は選択された医療

保険者の料率を用いる

年金給付等の計算の

基礎

65万円×料率（※）

×40万／75万

65万円×料率

×41万／77万

65万円×料率

×36万／77万

77万円
報酬月額を合算

(※)

(※)

※ 医療保険は選択された医療

保険者の料率を用いる

(※)

(※)

※ 医療保険は選択された医療

保険者の料率を用いる

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者

（標報上限は65万円）

報酬月額を合算

１被保険者につき複数の標

報を管理する仕組みが必要

按分処理の基礎を報酬月額から

標準報酬に見直す必要

上記に加え、標準報酬をもとに最

高等級の標報に決定する仕組みが

必要

１．見直し案：現行の保険料計算と見直し後の保険料計算のイメージ

※ 医療保険については標準報酬の上限は139万円

原
則

例
外



標準報酬 保険料率 保険料

A社 410千円 18.3% 75,030円

B社 360千円 18.3% 65,880円
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標準報酬 保険料率 保険料

A社 240千円 18.3% 43,920円

B社 360千円 18.3% 65,880円

２ -１．見直し案：保険料調整のイメージ【年金制度】

A年金事務所
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄

②納付

①納付

B年金事務所
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄

現行のこのやりとりを不要に
合計109,800円：（360千円＋240千円）＝600千円×18.3％

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者 ⇒ 見直し後も保険料の按分処理が必要

＜B年金事務所・乙健保組合を選択する場合＞

A年金事務所
※甲協会けんぽに加入
しているA社を管轄②納付

①納付

B年金事務所
※乙健保組合に加入し
ているB社を管轄

合計118,950円

＜B年金事務所・乙健保組合を選択する場合＞

410千円

360千円

770千円 650千円

650千円×18.3％×410/770

＝63,340円

650千円×18.3％×360/770

＝55,610円

600千円

（標報上限は65万円）

④75,030円－63,340円＝11,690円を還付(上限超過分)

④65,880円－55,610円＝10,270円を還付(上限超過分)

それぞれの事業所で保険料を算定可能に

上限超過分の還付が発生するが、実務

上は将来の保険料に充当する。一定期

間後は還付が発生しない額を告知する。

原
則

例
外



標準報酬 保険料率 保険料

A社 980千円 10% 98,000円

B社 500千円 9% 45,000円
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標準報酬 保険料率 保険料

A社 240千円 10% 24,000円

B社 360千円 9% 32,400円

２ -２．見直し案：保険料調整のイメージ【医療保険】

④240千円×１%＝2,400円を還付(保険料率調整分)

※A社の標報×乙健保組合の保険料率

甲協会けんぽ

③240千円×９％=21,600円を回付

②納付

①納付

乙健保組合

合計54,000円：（360千円＋240千円）＝600千円×９％

保険料率調整分の還付が発生するが、実務上は将来の保険料に充当する。

一定期間後は還付が発生しない額を告知する。

年金制度と異なり、選択保険者に保険料を送る財政

調整の仕組みが必要

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に該当する者 ⇒ 見直し後も保険料の按分処理が必要

＜乙健保組合を選択する場合＞

240千円×10%＝24,000円

360千円×9%＝32,400円

1,390千円×980/1480×1%=9,200を還付(保険料率調整分)

※A社の標報

×乙健保組合

の保険料率

甲協会けんぽ

③1,390千円×980/1480×9%

＝82,840円を回付

②納付

①納付

乙健保組合

合計125,100円

④98,000円－92,040円＝5,960円を還付(上限超過分)

④45,000円－42,260円＝2,740円を還付(上限超過分)

＜乙健保組合を選択する場合＞

980千円

500千円

1,480千円 1,390千円

1,390千円×980/1,480×10%

＝92,040円

1,390千円×500/1,480×9%

＝42,260円

（標報上限は139万円）

240千円

360千円

年金制度と異なり、上限超過分を按分した上で、

選択保険者に保険料を送る財政調整の仕組みが必要
上限超過分及び保険料率調整分の還付が発生するが、

実務上は将来の保険料に充当する。一定期間後は還付

が発生しない額を告知する。

原
則

例
外
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（参考案）医療保険者における事務負担軽減に重点を置いた案

標準報酬 保険料率 保険料

A社 240千円 10% 24,000円

B社 360千円 9% 32,400円

※A社の標報×甲協会けんぽの保険料率

甲協会けんぽ

③240千円×10％=24,000円を回付

②納付

①納付

乙健保組合

合計56,400円 (360千円×９％＋240千円×10％)

＜乙健保組合を選択する場合＞

240千円×10%＝24,000円

360千円×9%＝32,400円

240千円

360千円

甲協会けんぽの保険料率で計算した保険料額を回付

保険料調整分の還付が不要となる

■ 保険料率の非選択化

非選択医療保険者から選択医療保険者へ保険料を回付するに当たって、被保険者の選択に関わらず、非選択医療保険者の保険

料率を適用する。

⇒（メリット）各医療保険者間での保険料率の把握や、医療保険者の保険料率の差に伴う調整額の還付が不要となる。

（課題）医療保険者の保険料率は、医療保険者によって異なっているが、給付を行うのは選択医療保険者であるにもかかわらず、

非選択医療保険者の保険料率で計算された保険料を回付することについて、どのように考えるか。

※ 下記の図のケースの場合、選択医療保険者（乙健保組合）の保険料率で計算するよりもＡ社の保険料負担（事業主負担分と本人負担

分）は重くなる。

➢ 合算した標準報酬が標準報酬月額等級の上限に満たない者の例

○ 前ページの医療保険における保険料調整について、医療保険者の事務負担を軽減するために以下のような方策も考えられる。
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年金 医療

前提 保険者・保険料率が単一 保険者が多数（約1,400）、保険者ごとに保険料率が異なる

案 見直し案 見直し案
（参考案）医療保険者における事務負担軽減に重点

を置いた案

課題

①年金機構におけるシステム改修

・１被保険者につき複数の標準報酬を管
理する必要。

・給付の基礎を複数の事業所の標準報酬
を合算した等級表にない額とするシ
ステムが必要。

・上限該当者の按分処理の基礎を報酬月
額から標準報酬に変更する必要。
等

①各医療保険者における同左のシステム改修

・１被保険者につき複数の標準報酬を管理する必要。

・給付の基礎を複数の事業所の標準報酬を合算した
等級表にない額とするシステムが必要。

・上限該当者の按分処理の基礎を報酬月額から標準
報酬に変更する必要。 等

※手作業で管理している医療保険者もある

②各医療保険者間での保険料率の把握

・選択保険者の保険料率を適用するとした場合は、
財政調整にあたって医療保険者間で保険料率を把
握する仕組みが必要

③各医療保険者間での財政調整が必要

・事業所から選択保険者に保険料を納付する仕組み
に代えて、それぞれの保険者で徴収した保険料を
選択保険者に送る財政調整の仕組みが必要。

④システム改修予算の確保
・システム改修に大きな予算が発生するため、その財源の
確保が必要。

⑤約1,400ある医療保険者のコンセンサスが必要

３．見直しにあたっての課題

○ 見直し案は、事業者の事務負担は軽減される一方で、保険者におけるシステム改修、各医療保険者間での保険料率の

把握や財政調整の仕組みが必要であることについてどのように考えるか。

（見直し案は、被保険者が給付を行う医療保険者を選択し、選択医療保険者の保険料率で保険料を計算することを前提としている。）

○ 見直し案における医療保険者の事務負担を軽減するためには、例えば参考案のように被保険者の選択にかかわらず保

険料計算に用いる保険料率を決定することが考えられるが、このような方策についてどのように考えるか。

論点

・各医療保険者間での保険料率の把握は不要と
なるが、非選択保険者の保険料率を適用する
とした場合は、非選択事業所にとっては、給
付を行う選択医療保険者の保険料率で計算す
るよりも保険料が重く（軽く）なるケースが
生じる。

・保険料率の差に伴う調整額の事業所への還付
は不要となるが、それぞれの保険者で徴収し
た保険料を選択保険者に送る財政調整の仕組
みは必要。



複数事業所での労働時間等の合算について
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• 全ての労働者に被用者保険を適用する観点から適用対象とすることが望ましい。
• 事業所側で複数事業所勤務の状況を把握するのが困難であること、医療保険者の事務負担が大きいこと等、実務的な課題が多い。
• 雇用保険においては、同時に２以上の雇用関係にある労働者について、当該２以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持
するに必要な主たる賃金を受ける１つの雇用関係についてのみ被保険者となるが、2022（令和４）年から65歳以上の労働者に限
り本人からの申し出を起点として２つの事業所の労働時間を合算して適用する制度を試行し、2027（令和９）年を目途に検証す
ることとされていることから、こうした制度の状況を踏まえて検討するべき。

• マイナンバーやIT技術の活用等も視野に入れて検討するべき。
• 現行の適用事務は事業所の事務負担が大きいことからまずは手続の合理化を進めるべき。
• 合算制度を導入する場合、１つの事業所のみで見ると週５時間や10時間といった労働時間の者も適用されることとなることに対
して、被用者保険の適用対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えていると言えるのかという課題や、事業主側から見て
同様の働き方をしているにもかかわらず、一方は複数事業所勤務で合算により適用要件を満たし、他方は単独事業所勤務で適用
要件を満たさない状況が生じることから、前者のみに対して、事業所が保険料を負担する正当性をどのように見出すか、制度論
的な観点から検討する必要性も指摘された。

⇒労働時間等を合算する是非は、マイナンバーの活用状況や雇用保険の施行状況等を参考に、実務における実行可能性等を見極め
つつ、慎重に検討する必要がある。

複数の事業所で勤務する者の労働時間等を合算することについては、実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必

要があるとの意見を踏まえ、引き続き検討していくこととしてはどうか。

見直しの方向性

事業所単位で適用要件を満たすか判断するため、複数の事業所で勤務する者については、労働時間等を合算することなく、それぞ

れの事業所における勤務状況に応じて適用を判断している。

現行制度

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論

• 労働時間を合算して週20時間以上になる者については、適用すべきではないか。

• 週労働時間20時間未満の被用者に適用することについては、被用者であるというのはどういうことか、使用者責任とは何かとい

う観点から慎重な検討が必要。

年金部会の議論



フリーランス等について
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（フリーランス等のうち、労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしている者）
• 労働者に近い働き方をしているケースがあることから、労働者性・被用者性の概念をどう整理するかが必要であることが多く指摘され、
まずは、労働法制における議論の状況等を注視し、それを踏まえて検討を進めるべきとの意見があった。

• 労働者性が認められる場合でも、雇用の流動性が高い働き方であれば、医療保険制度では保険者の変更が頻繁に起きる可能性や、労働
者性の判断に疑義が生じた場合、裁判になると、結論を得るまで時間がかかる点に課題があるとの意見もあった。

• 従来の自営業者に近い働き方の者に関しては、労働保険（労災保険・雇用保険）と異なり、国民皆保険・皆年金として国民健康保険や
国民年金というセーフティネットが存在していることを踏まえ、労災保険の特別加入のような別途の仕組みを設けることには慎重な検
討が必要とする意見や、医療保険制度では制度間の差が傷病手当金や出産手当金の現金給付に限られるため、国民健康保険の側の給付
を充実させる方向も考えられるのではないかとの意見等、様々な観点から、被用者保険の適用を検討することに慎重な姿勢が示された。

⇒現行の労働基準法上の労働者については、被用者保険の適用要件を満たせば適用となることから、適用が確実なものとなるよう、労働行
政との連携を強化しており、その運用に着実に取り組んでいくべきである。その上で、労働基準関係法制研究会 において、労働基準法
上の労働者について国際的な動向を踏まえて検討がなされており、まずは、労働法制における議論を注視する必要がある。また、従来の
自営業者に近い、自律した働き方を行っているケースについては、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互
に支え合う仕組みであること、医療保険制度や年金制度においては、労働保険と異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネッ
トが存在することを踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検討していく必要がある。

労働基準法上の労働者に該当しない働き方をしているフリーランス等への適用の在り方については、まずは労働法制における議論を
注視する必要があること、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みであること等の意
見を踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検討していくこととしてはどうか。

見直しの方向性

• 被用者保険においては、適用事業所に労務を提供し、その対価として給与や賃金を受ける使用関係がある者を「被用者」として被
保険者としている。使用関係は、形式的な雇用契約によらず、実態に即して判断されることとなる。

• 業務委託契約でありながら、実態としては被用者と同様の働き方をしている者については、被用者保険の適用を確実なものとして
いくため、労働基準監督署において労働者であると判断した事案について、日本年金機構が情報提供を受け、その情報を基に適用
要件に該当するか調査を行っている。

現行制度

※働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会懇談会※の議論

• 本来は労働者性が認められるべきであるのに労働者としては保護されていないケースというのがなくなるよう、労働監督行政とも
連携して被用者保険を適用することが重要。

年金部会の議論



１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点



いわゆる「年収の壁」への対応策の考え方について

○ いわゆる「130万円の壁」では保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第１号被保険者と第３号被保険者

とで負担と給付の構造が異なることによるもの。

○ したがってこれへの対応は、第３号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働

く第３号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。

いわゆる「1 3 0万円」の壁への対応策の考え方

○ いわゆる「106万円の壁」では保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、

適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。

○ 他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が

存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本

となる。なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで

収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。

いわゆる「1 0 6万円の壁」への対応策の考え方

○ いわゆる「年収の壁」については、第３号被保険者が働いて収入が増加すると社会保険料が発生することによって、手取りが減少す

ることを避けるため、就業調整が行われ、希望どおり働くことが阻害されているとの指摘。

○ いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き

続き取り組む。

○ 被用者保険の適用拡大の推進に向けた広範かつ継続的な広報・啓発活動を展開する。

いわゆる「年収の壁」への対応
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第７回社会保障審議会年金部会
2023年９月21日

資料２



いわゆる「 1 0 6万円の壁」への検討を進める上で社会保険の原理原則に関わる視点

いわゆる「106万円の壁」へ対応した制度的な見直しを進める上で、「保険料負担による手取り収入が減少しない」

仕組みを検討する際には、稼得能力に応じた負担、社会保険料の労使折半負担、他の被保険者との公平性といった社

会保険の原理原則に抵触しないかについて留意する必要がある。

社会保険料は労使折半を原則としているところ、「壁」への対応を理由として本人の保険料負担のみを軽減する場合、従来の考え方から

は大きな方向転換であることに留意し、事業主の理解が得られる仕組みとすることが必要。

社会保険料の労使折半負担の原則との整合性、事業主の理解

負担についての公平性

一定の収入があるにも関わらず、被保険者本人の保険料負担を免除することは、稼得能力に応じて負担するという社会保険の原理原則に

反するのではないか。また事業主負担の取扱いも課題。

いわゆる「106万円の壁」を意識する第３号被保険者を対象に「手取り収入が減少しない仕組み」を設けた場合に、単身者や第１号被保

険者の配偶者といった他の第２号被保険者（短時間被保険者）との負担面での公平性に留意することが必要であり、同じ第２号被保険者で

同程度の収入がある者の理解が得られるものにすることが必要。

他の被保険者との公平性

第７回社会保障審議会年金部会
2023年９月21日

資料２
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いわゆる「1 0 6万円の壁」への検討を進める上で年金給付や実務面等に関わる視点

社会保険の原理原則に関わる視点以外にも、将来の年金給付への影響や実務面への影響などを考慮し、簡素で分か

りやすく中立的な制度設計となるよう留意する必要がある。

保険料負担を軽減した結果、将来の年金給付が減るような制度を導入した場合には、それが本人の選択であったとしても、低年金者の増

加につながる恐れがあり、被用者にふさわしい保障という適用拡大の精神を踏まえて検討することが必要。

将来の年金給付への影響

適用拡大によるメリットが一部では理解されていない状況で、負担と給付の組合せが更に複雑になるような新たな仕組みを導入すれば、

不十分な情報のもと本人が不利益な選択をするリスクが高まる。また設計によっては「新たな壁」が生じたり、負担を回避する領域にとど

まり続けるバイアスも生じ得る。検討に際しては、負担と給付の関係が簡素で分かりやすく、本人の選択に中立的な制度にすることが必要。

簡素で分かりやすく中立的な制度設計

従来、短時間労働者への適用拡大は、厚生年金保険と健康保険で一体的に進めてきたところ、今回の見直しでどのように取り扱うか。特

に本人負担分を軽減する場合、その者が所属する医療保険者にとっては保険給付は変わらないまま保険料収入は減となり、財政的な影響が

生じる。

健康保険との関係

従来の被用者保険にない仕組みを導入する場合には、適用事務や保険料徴収の手続きを行う事業主において保険料の源泉徴収業務が煩雑

になるなどの事務負担が生じる。

実務面への影響、事業主への負荷

※上記のほか、見直しの内容によっては実施機関である日本年金機構や共済組合においてシステム改修が必要となる。

第７回社会保障審議会年金部会
2023年９月21日

資料２
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【総論】
（いわゆる「年収の壁」の働き方への影響）
・ 男女の賃金差は縮まっておらず、根強く残る男女の役割や働き方の差に間違った方向で影響を及ぼしている制度があ

れば、見直す方向で議論すべき。

・ 女性社員の中には、育児休業の終了後、保育所が見つからない等の理由により、正社員から短時間労働の非正規社員
への転化を希望し、年収の壁による就業調整を選択する者がおり、女性の就労促進の観点に立った見直しが必要。

・ 年収の壁の問題は、労働の供給に関する選択をゆがめており、女性の社会参加を阻害している要因でもあるため、速
やかに抜本的に解決する方向で、次回の改正を目指して議論を深めていくべき。目先の負担を調整して、小細工のよう
な改革をするのは長期的には望ましくない。

・ 年収の壁の問題は、必ずしも制度の問題ではなく、制度への誤解もある。被用者保険の社会保険料の負担は、働き損
ではなく、それに見合う給付を受けられることを国民に丁寧に説明することが必要。

・ パート労働者等の保険料負担の一部を国が肩代わりする措置は、いわゆる年収の壁の根本的な解決にはつながらず、
第３号被保険者に対する優遇になるほか、年収が130万円を超えて国民年金・国民健康保険に加入する者を対象外とする
場合、不公平が生じかねない。また、短時間労働者の就業調整回避への効果は不透明である。

・ 年収の壁には２種類あり、働く人たちに見える壁と見えない壁がある。前者は、新たに適用拡大の対象となる企業の
事業主に、公的年金シミュレーターを利用して労働者とのコミュニケーションを義務付け、加えて事業主には月額8.8万
円の正確な意味を学習してもらう広報をしっかりやれば解決する。政府が掲げる勤労者皆保険は働く人たちからは見え
ない壁への対応策であり、これは突き進めるしかない。

（簡素な制度設計の必要性）
・ 税や社会保障の制度が、人々の意思決定に影響を及ぼしている。極力意思決定に影響を及ぼすことがないよう、簡素

で中立な制度設計が極めて重要。制度の複雑化で、実務が大変になることも考慮する必要がある。

・ 就業調整は、制度の誤解・思い込みによる部分も大きく、これまで以上の周知・広報・啓発が必要。制度の正確な理
解には、簡素な制度である必要があり、既に複雑な制度をより一層複雑にしかねない見直しは、基本的に控えるべき。

これまでの年金部会における主なご意見（いわゆる「年収の壁」）１／４
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【106万円の壁への対応】
（総論・現行の労使折半負担の考え方）
・ 厚生年金が就労に影響を及ぼすことは望ましくないが、一定の要件を満たした被用者に保険料の拠出を課し、それに

対する給付を行うことは、社会保険方式を採用する厚生年金の根幹であり、就労への影響は、この厚生年金の原則を維
持する以上、一定程度不可避なもの。その影響を一部の者について回避するために社会保険の原則を修正することは、
制度内の不均衡という別の問題をもたらすおそれがあるため、高い合理性の裏づけが必要で、慎重な検討が必要。

・ いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方や制度設計上の論点として提示されているイメージは、一時的な労働力
不足の解消を目的とした対応策にしかなり得ず、労働力確保のために本来企業が取るべき対応策を阻害する懸念がある。
優先すべきは正しい制度理解と全ての労働者への社会保険の適用に向けた各要件の見直しであり、このような選択肢を
実施すべきではない。

・ 事業主負担に係る論点として、給付と負担の関係が分かりやすい簡素で公平な制度設計にすべき。労使折半の原則の
変更は、制度を複雑化させ、公平性を欠くため反対。健康保険との一体的適用にも影響があることも十分留意すべき。

・ 保険方式という原理原則を根本に、制度に対する国民の信頼性を損なわないように検討する必要。事業所負担につい
ても納得のいく形での設計と説明が不可欠。社会保険料の労使折半負担の点がおろそかになってはいけない。

（労働者の保険料負担のみ軽減し、事業主は現行通りとする場合）
・ 単に手取り収入が減少しない仕組みとして、本人負担はなく、企業負担は9.15％のみで、基礎年金満額と報酬比例部

分を受給でき、配偶者は３号になるといった著しく有利な制度を作れば、他の加入者・企業にツケを回すことになる。
移行過程での工夫は考えられるが、働き方が多様になるほど、制度はシンプルであるほうが良い。

・ 月給8.8万円で社会保険に加入する方は、負担する保険料の割に給付が比較的多くて再分配を受ける側に入っており、
更に保険料を軽減するのは、他の被保険者と比べて不公平。一方で、保険料にあわせて給付を削ると、将来の貧困につ
ながりかねず、望ましくない。

・ 免除した労働者の負担分に応じた給付調整は慎重に議論する必要があり、新たな壁となりかねない。就労により負担
能力があるならば、労使ともに保険料を負担するべきであり、壁を理由とした労働者分の免除は理屈が立たない。

（労働者の保険料負担のみ軽減し、事業主の負担割合を増やす場合）
・ 給付と労使合計の保険料の水準は変えず、事業主の負担割合を任意で２分の１から引き上げられるようにする仕組み

であれば、小手先の策だが、考えられる。このような仕組みの下では、保険料負担による手取り収入減少を防ぎたい会
社だけが、個社の福利厚生として事業主負担割合を引き上げるといった対応が考えられる。

これまでの年金部会における主なご意見（いわゆる「年収の壁」）２／４
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これまでの年金部会における主なご意見（いわゆる「年収の壁」）３／４
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【見直しに向けた具体的なご提案】
・ 週労働時間が20～30時間の短時間労働者（元３号）について、保険料は厚生年金の事業主負担のみで、給付は厚生年

金の半分になる制度「厚生年金ハーフ」と、本人負担もある「厚生年金フル」とで短時間労働者が選択する形にすれば、
就業調整の問題はほぼ解決すると考えられるが、今の手取りを高めるために厚生年金ハーフを選ぶことは老後の貧困リ
スクを高める選択であることを学んでもらうことも必要になる。
また、政府が掲げる勤労者皆保険は、「所得の低い勤労者の保険料は免除・軽減しつつも、事業主負担は維持する」

ものであり、20時間未満の厚生年金ハーフのことである。これは、20時間未満の短時間労働者の事業主負担が免除され
る現行制度が、事業主から見て働かせ方に中立でない欠陥を含んでいる点を改善するものであり、徹底的に進めるべき。

・ 抜本的な解決策としては、週20時間未満も含めた適用拡大が最適。具体的な手段としては、第１号被保険者を1.5号
（１号と２号の間）とし、報酬の18.3％の厚生年金保険料が国民年金保険料に満たない場合、被用者に差額の国民年金
保険料の納付を求める。また、第３号被保険者は、20時間未満で働く場合は2.5号（２号と３号の間）とし、厚生年金保
険料が国民年金保険料に満たなくても差額の納付を求めず、基礎年金拠出金は全て厚生年金財政が負担することとして
はどうか。1.5号/2.5号の給付については、いずれも基礎・報酬比例ともに満額で、ハーフにはしない設計。

・  1.5号/2.5号の導入により「106万円の壁」や20時間の壁がなくなることで、労働者の労働時間増加が見込まれ、人手
不足の時代に労働力が供給されることで、企業も大きなメリットを実感できる。また、適用拡大と同じようなロジック
で国民年金の財政が改善し、国民全体の年金の水準（所得代替率）の上昇が見込まれる。その際、国庫負担が新たに必
要となるが、国保の公費節減により大部分をカバーでき、財政的にもフィージビリティーがある。



これまでの年金部会における主なご意見（いわゆる「年収の壁」）４／４

【現行制度の正しい理解について】
・ 「106万円の壁」があったとしても、その壁を乗り越えて働けば、一旦減少した手取り収入も増えるようになることや、

被用者保険に加入することで、厚生年金という終身年金を増やすことができることを広く知ってもらい、行動に移して
もらうことが重要。キャリアやスキルアップにも着目して行動するようにしてもらいたい。

・ 106万円や130万円のいわゆる「年収の壁」は、事業者と従業員に仕組みが正しく理解されていないことが第一の関門。
本来意識する必要のない状況を「壁」と考えて就労時間の調整を行っている場合が少なくなく、政府にはメディアとの
連携を含め、この問題の理解促進を図る広報活動を早急かつ強力に実施してもらいたい。

・ いわゆる年収の壁について、現場では税と社会保険の壁を混同していることがある。そのため、現場の労使双方が
しっかり制度を理解するための取組みを強化すべき。事業主が短時間労働者に対してどのような説明を行っているのか、
当該労働者がどの程度正しく理解しているのか、実態を把握することも重要。

・ 年金を受給する場面になってから就業調整による年金額への影響に気付くのでは遅い。公的年金シミュレーターを
使って厚生年金フル、厚生年金ハーフ、就業調整の３パターンの将来の年金受給の確認を義務づけられるように、公的
年金シミュレーターをバージョンアップして、制度の理解を促す広報をしっかり行うべき。
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○ 被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、健康保険法（健康保険組合の保険料の負担割合の特
例）において、事業主と被保険者とが合意の上、健康保険料の負担割合を被保険者の利益になるように変更
することが認められている。

※ 健康保険は被保険者間の相互扶助に基づく制度であるため、健康保険組合の特例においても、受益者である被保険者本人の負担を
なくすこと（労働者０%・事業主100%）は認められていない。

○ 厚生年金保険法においては、政府が厚生年金保険を管掌する、つまり、政府が保険者とされており、健康
保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。
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就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例の検討の視点

 特例を導入する場合の論点

○ 被用者保険では保険料は労使折半が原則であることや健康保険法では保険者単位で労使合意に基づき保険料負
担割合を変更できることを踏まえ、今回検討する恒久的でない特例的な案の位置づけをどのように考えるか。

○ 一部の標準報酬月額の者に限って特例を認めることをどのように考えるのか。

○ 健康保険法同様、標準報酬月額及び標準賞与額を対象とするか。

○ 厚生年金保険法及び健康保険法に限った特例とすることを他の社会保険制度との関係においてどのように整理
するか。

○ 被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、
健康保険組合の特例を参考に、被用者保険（厚生年金・健康保険）において、従業員と事業主との合意に基
づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設ける
ことをどのように考えるか。
① 給付について
・ 本特例を利用しても保険料負担の総額は変わらないため、本特例の適用を受ける者の給付（基礎年金・報酬比例部分）は現行通り。

② 保険料負担について
・ 本特例を利用した場合、労使の判断で労働者本人の保険料負担を軽減し、被用者保険の適用に伴う手取り収入の減少を軽減できる。
ただし、健康保険と同様、事業主が保険料全額を負担し、本人負担をなくすことは認めない。

 現行制度

 検討の視点



都道府県別週20～30時間就業する非正規職員と最低賃金（再掲）
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１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点



第３号被保険者制度の在り方について

• 女性の労働参加が進展し、共働き世帯が増加するなど女性を取り巻く環境が変化する中で、被用者保険の適用

拡大を進めることで、第３号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると指

摘されている。また、いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整が生じていることから、働き方に中立的な制度

を構築していくことも必要であると指摘されている。こうした点を踏まえ、今後の制度の在り方をどのように考

えるか。

• 一方で、被用者保険においては、夫婦どちらかが就労する世帯・夫婦共働き世帯・単身世帯とも、一人当たり

賃金水準が同じであれば、どの世帯類型でも負担・給付が同じになる構造となっていること、多様な属性の者を

含む第３号被保険者の所得保障の柱として機能している制度であることに留意する必要性が指摘されている。ま

た、第３号被保険者に新たに保険料負担を求める場合、免除や未納となり将来低年金となる可能性があるという

指摘もされている。こうした点を踏まえ、今後の制度の在り方をどのように考えるか。

• 第３号被保険者の中には、育児や介護、病弱等の理由により、就業に一定の制約を持つ方々や、第３号被保険

者制度を前提に生活設計をしてきた方々が含まれており、仮に第３号被保険者制度の見直しを行う場合には、こ

うした方々への配慮が必要であると指摘されている。また、個々の事情に応じた公平な線引きの技術的な難しさ

や、これまで第１号被保険者として保険料を負担してきた方々とのバランスに関する指摘もある。こうした点を

踏まえ、今後の制度の在り方をどのように考えるか。
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第３号被保険者制度の在り方に関して、これまでの年金部会での指摘を踏まえ、特に下記の点を中心にご議論いただきたい。

第15回社会保障審議会年金部会
2024年５月13日

資料１



これまでの年金部会における主なご意見（第３号被保険者）１／５

【総論】

・ 女性の働き方に影響する３号制度については、まずは適用拡大を着実に進めることが必要。共働き世帯が多数派
になったことや働き方の多様化を踏まえ、将来的には制度見直しの議論が必要。

・ 人々の働き方や暮らし方、家族の在り方などが大きく変化し、被扶養者への特別な措置である３号制度は社会の
実態に合っていない。見直す上では、社会保険制度内の不公平感の解消、社会の担い手の拡大が基本。

・ まずは被用者保険の適用拡大を進める方向だと思うが、３号制度の改革には時間を要することから、先を見据え、
今回こそ見直しのステップについて結論を出すべき。次期2025年改正で第３号被保険者制度を縮小するとの将来の
姿、あるいは方針を明確にしてはどうか。

・ 制度創設時から働き方や家族類型を含め大きく情勢が変化したことを踏まえれば、３号制度の在り方の議論は意
義があるが、専業主婦（夫）だけではなく、多種多様な働き方・ライフスタイルの方が存在し、それら全ての人が
将来にわたり安心して暮らすことができる年金制度が必要。高齢期の貧困防止の観点から議論を進めるべきで、公
的年金制度が持つ所得保障の柱としての機能を後退させてはならない。

・ ３号制度は片働き優遇との議論もあるが、皆保険の理念・安全網を行き渡らせる意味もあることを踏まえ、冷静
に比較考量の議論を進めることが必要 。第３号被保険者やその世帯の生活実態、単身女性に多いとされる高齢期の
貧困の状況などを更に分析する必要がある。

・ ３号制度に関して誰もが折り合える解決策は存在せず、セカンドベストの追求になる。新たな分断を生み出しか
ねないコンセプトを展開して変更を行うよりも、子育てを社会化し、日本社会に根強く残る性別役割分担を払拭す
る政策が有効。

・ 第３号被保険者制度が男女賃金の、いわゆるジェンダーギャップの再生産に仮に寄与しているならば、対象を縮
小して、最終的には廃止していくほうがいい。
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【見直しに向けた具体的なご提案（適用拡大） 】

・ 第３号被保険者制度は存置しつつ被用者年金保険の適用拡大を徹底し、公的年金シミュレーターを使い、いわゆ
るインフォームドデシジョンによってこの縮小を図る現在の政策を強力に進めることが妥当。縮小後の制度は、被
用者保険の被保険者同士の夫婦のいずれかが、失職や転職によって一時的に収入が途絶えた際のシェルターとして
利用することが考えられる。

・ 適用拡大により少しでも働く人は厚生年金に入るという形にすれば年収の壁の問題はなくなる。その上で、なお
３号を廃止すべきかどうかというのは再分配の範囲として何が適切なのかということであり、適用拡大を進めた上
で残る３号被保険者は、強い人なのか弱い人なのか、よく考えてみなければならない。

・ 適用要件を大幅に見直すことで、少なくとも被用者である第３号被保険者については厚生年金保険の適用を進め、
第３号被保険者の縮小を加速させていくべき。同時に、被扶養者の収入要件を引き下げることも検討すべき。

・ ひとり親が日々の労働と家事・育児を両立しているのに対して、第２号被保険者の配偶者である専業主婦のみが
保険料に優遇を受ける３号の制度というのは不公平であり、第３号被保険者制度を廃止して第２号被保険者制度の
適用を拡大すべき。
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【総論】

・ 日本の年金制度は、応益負担が原則の第１号被保険者と、応能負担・必要給付が原則の第２号・第３号被保険者
を混合した形。社会保険のあるべき姿は応能負担・必要給付の原則であり、第１号被保険者の応益負担の原則では
ない。３号批判も応益負担の原則によるものである。

・ 週20時間未満への適用拡大などが適切に実施されるならば、３号制度の見直しの優先度は比較的低い。

・ 第３号被保険者制度を廃止したとしても、厚生年金や健康保険で短時間労働者や非適用業種などが残っていれば、
事業主側から見て就労調整させるインセンティブが残るため、年収の壁の問題は引き続き残る。そのため、年収の
壁を解決するための策としての３号の縮小や廃止というのは、不十分あるいは不適切。

これまでの年金部会における主なご意見（第３号被保険者）２／５



【見直しに向けた具体的なご提案（適用拡大以外）】
・ ３号制度の見直しで、育児や介護、自身の病気など、働くことが難しい人の対応をどう考えるか。少子化対策と
しても重要で、子供を生み育てる人々の可処分所得への配慮など、きめ細かな対応も必要。

・ 年金制度において、被用者の配偶者という身分を守るべきか、それともケアを担う人を支えていくべきか、大き
な枠組みで議論したい。３号制度の対象は、被用者の配偶者から、育児や介護などのために労働時間の制約を受け、
低収入となっている者に限定してはどうか。その場合は、同様のニーズを抱える１号被保険者との均衡をどう考え
るか、また、１号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置と連続的な制度として構想するのかなどを検討する必
要がある。

・ ３号制度の対象について、子育て支援の観点から、同居する末子の年齢を限定し、例えば５歳未満の場合や未就
学児の場合に限り、３号として取り扱うこととしてはどうか。また、適用拡大を進めても純粋な無業者は残るが、
収入がない者に納付を求めても無年金になることが多いため、免除者と同じで２分の１を納めたものとして取り扱
うのがよい。

・ ３号制度の対象を育児や介護などのために労働時間の制約を受け、低収入となっている者に限定してはどうかと
いう意見に、疑問がある。１つ目は実務的な理由で、２号の配偶者で収入の低い者に関し、育児や介護で働くこと
ができないのか、そうでないのかを判定するのは極めて困難。２つ目は理論的な理由で、家族に対するケアが理由
で就労が不本意に制約される事態への対応は、基本的には年金制度外で取り組むべき。ただし、賦課方式を取る公
的年金に子育てに着目した支援を取り入れることは正当化できる。その一方で、子育て以外のケアに着目した支援
を正当化する根拠を見出すのは難しい。

・ 本当に支援が必要な人を切り分け、本来的には第３号被保険者制度ではない制度で支援していくべきだと思うが、
誰が支援対象なのかという見極めが非常に難しく、ここに関しては資産に踏み込まないと完全には実態に合わせら
れない難しさがある。
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これまでの年金部会における主なご意見（第３号被保険者）３／５



【見直しに向けた具体的なご提案（適用拡大以外）】
・ 現行の仕組みを前提とすると、第３号被保険者を廃止して第１号被保険者とすることが考えられるが、その場合、

・ 被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被保険者が共同で負担したものであるとい
う基本的認識の下に設計されている年金分割の理念を根底から見直すことになるのではないか。

・ それまで厚生年金勘定が見てきたもの、つまり、事業主が被保険者全体とともに被用者世帯のために財政負
担してきたものが、第１号被保険者として国民年金勘定で見ることになる。そのため、これまでとは、事業主
負担や被用者負担の意味も変わる可能性があり、仕組みが大きく変わることは間違いない。

・ 人生の中で働かない期間に相当するところをシェルター的に担うというところを考えれば、収入がなければ
免除、半額免除にすることも、このソリューションではないか。

【適切な情報発信の必要性】

・ 第３号被保険者となる選択が、将来の自身の給付への影響のほか、就業、キャリアから離れること、あるいは、
企業からは、人手不足、労働力不足の問題に影響するということなどから見ることも大切であり、そのことについ
ての情報発信が必要。

・ 将来的には、壁だ、働き損だ、３号はお得だという話を真に受けて、適用拡大の便益を放棄して、高齢期に後悔
することになる人たちは減っていくと思う。正確な情報を世の中に示す活動を積極的に展開して、適用拡大を躊躇
なく進めてもらいたい。
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これまでの年金部会における主なご意見（第３号被保険者）４／５



【制度を見直す場合の留意点】

・ 年金制度で被扶養配偶者の保険料負担がないのは、健康保険の被扶養の仕組みと同様であり、国民に分かりやす
い議論をする観点から、両者の整合性に配慮が必要。

・ 700万人存在する第３号被保険者と同数の配偶者、計1400万に対して国民年金保険料を課すという政策の実現可能
性を冷静な形で考慮する必要がある。

・ 週20時間未満への適用拡大を行わない、または、それに時間がかかるならば、３号から１号への移行によって就
業調整を行う者を減らす策もあり得る。ただし、制度を前提に生活設計してきた世代や家族のケアで長時間働くこ
とができない者への配慮が必要。例えば、女性の就業環境がある程度整ってきた1984年以後生まれの世代につき、
第３号被保険者の範囲を家族のケアに関わる者に限定する案が想定される。しかし、この案では、国民年金の財政
悪化という副作用が大きく、基礎年金のマクロ経済スライド期間の長期化により国庫負担が減少し、モデル世帯の
所得代替率が低下する。

・ マクロ経済スライドの調整期間の一致を行えば、１号への移行を通じた３号の縮小によって年金財政が悪化する
ことはなく、むしろ少し所得代替率が上がる。しかし、被用者世帯のための制度である３号の縮小による財源を、
被用者がいない世帯も含め、一律に公的年金全体の財源に充てることは、労使団体ともに納得しがたい面があるだ
ろう。３号を見直すと、公的年金制度全体、特に国民年金に大きな影響があるため、見直す場合は財政影響を見極
めた上で慎重な検討をせざるを得ない。
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これまでの年金部会における主なご意見（第３号被保険者）５／５



１ 被用者保険の適用拡大

① 適用拡大に関する経緯・これまでの議論

② 短時間労働者及び個人事業所の適用拡大

③ 複数事業所勤務者に対する被用者保険の適用等

２ 第３号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年
収の壁」への対応

① 制度的対応の検討

② 第３号被保険者制度をめぐるこれまでの議論

③ 第３号被保険者制度に係る論点



年金部会の議論における第３号被保険者制度に係る指摘の整理 １ /２
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② 第３号被保険者制度が持つ機能に対する指摘

• 多様な属性をもつ第３号被保険者の所得保障としての機能を有しており、見直しによって新たな負担を求める場

合には、保険料の免除や未納により低年金を招く可能性があり、高齢期の貧困防止の観点から議論すべき

• 片働き世帯を優遇する制度との指摘もあり、第３号被保険者制度の在り方の議論には意義があるが、皆保険の理

念・安全網を行き渡らせる意味も踏まえて冷静に比較考量の議論をすべきであり、公的年金制度が持つ所得保障

としての機能を後退させてはならない

• 社会保険のあるべき姿は応能負担の原則であって、第３号被保険者制度はこの原則に基づくもの。また、第３号

被保険者の配偶者が負担した保険料は共同で負担したものとの基本的認識で制度設計されており、制度の見直し

は、年金分割の理念や、事業主や被保険者の負担の意味に影響する

① 女性を取り巻く環境の変化を踏まえた第３号被保険者制度の在り方に対する指摘

• 共働き世帯が多くなり、人々の働き方や暮らし方、家族の在り方などが大きく変化する中で、被扶養者への特

別な措置である制度は社会の実態に合っておらず、社会保険制度内の不公平感の解消、社会の担い手の拡大と

いう観点から見直すべき

• 第3号被保険者制度の見直しには時間がかかることから、先を見据えた見直しのステップや将来の姿について明

確にしてはどうか

• 適用拡大を進めた上で残る第３号被保険者はどういった人なのか、第３号被保険者やその世帯の生活実態、単

身女性に多いとされる高齢期の貧困状況など分析する必要

概ね意見が一致している事項

• まずは被用者保険の適用拡大を進めることにより、第３号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを

踏んでいくこと

他方で、第３号被保険者制度の在り方については年金部会をはじめ様々な指摘がある



年金部会の議論における第３号被保険者制度に係る指摘の整理 ２ /２
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③ 第３号被保険者制度の見直しを検討する上で配慮が必要な者についての指摘

• 制度を見直す場合には、育児や介護、病気など、働くことが難しい者への対応をどう考えるか

• 第３号被保険者制度の対象を育児や介護などで労働時間の制約を受け、低収入となっている者に限定するか、

あるいは女性の就業環境が整ってきた若い世代から見直してはどうか

• 育児や介護といった配慮が必要な人を判定して見極めることは難しく、何らかの配慮が必要な者への対応は、

基本的には年金制度外で支援していくべき。また、賦課方式をとる公的年金では育児以外のケアに着目した

支援は正当化できないのではないか

• 仮に育児等に着目した何らかの配慮をする場合、同様のニーズを抱える第１号被保険者とのバランスをどの

ように考えるか

• 適用拡大を進めても残る純粋な無業者に保険料納付を求めても無年金になる可能性があるため、第１号被保

険者と同様に免除してはどうか

④ 第３号被保険者を見直すとした場合の実務的な課題に対する指摘

• 仮に約700万人の第３号被保険者に国民年金保険料を課す場合の政策的な実現可能性を考慮するべき

• 配慮が必要な人に限定する場合、本当に支援が必要な人を実務的に捕捉することは困難

⑤ 第３号被保険者制度について検討する上での留意点

• 被扶養配偶者の仕組みは健康保険と同様であり、制度を見直す場合は両者の整合性に配慮が必要

• 制度の見直しが国民年金の財政に与える影響を見極めることが必要



第３号被保険者制度に係る現状と検討にあたっての論点
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• 平成24年（2012年）の制度改正で短時間労働者への適用拡大が実現して以降、適用拡大については、漸進的に進められてきてお
り、第３号被保険者はすう勢的に減少傾向にはあるが、約675万人の第３号被保険者が存在している。年金部会においては、まず
は適用拡大を進めて、第３号被保険者制度を縮小していくことついては、概ね一致した意見となっている。

• こうしたことも踏まえて、更なる被用者保険の適用拡大を進めることを検討するとともに、第３号被保険者制度の縮小につなが
る取組として、いわゆる「年収の壁」への対応についても検討をしている。

• 一方で、現時点においては、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」（平成27年１月21日 社会保障審議会年金部会）
で指摘されている第３号被保険者の実態として、「短時間労働に従事している者、出産や育児のために離職した者、配偶者が高
所得で自ら働く必要性が高くない者などが混在している状況にある」ことは続いていると考えられる。

第３号被保険者制度に係る現状

• 第３号被保険者制度の在り方については、世帯構成の変化等を踏まえて将来的な制度の見直しを進めるべきとの意見や、皆保険
の理念・安全網を行き渡らせる意味も踏まえて冷静な比較衡量の議論が必要との意見など、様々なご意見があった。

• 一方で、第３号被保険者の中には様々な者が混在しており、例えば、育児や介護、病気・けがなどで働くことが難しい人や、
「年収の壁」によって第３号被保険者に留まる人などがいることについて、多くの指摘がなされている。

• このように様々な者が混在していることから、適用拡大を進めたうえで残る第３号被保険者がどのような者かを分析する必要が
あるとのご意見もあった。

年金部会における議論

• これまで被用者保険の適用拡大を進めてきており、今回の更なる被用者保険の適用拡大や「年収の壁」への対応により、第３号
被保険者制度が更に縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもなお残る第３号被保険者についての制度の在り方や今後
のステップをどのように考えるか。

第３号被保険者制度の検討にあたっての論点


